
■透析室

停電が発生した場合、施設課への間しヽ合わせが殺至」することが予想される。休日また
は夜間の場合、連絡により他の施設課職員が来院するまで多少の時間を要し、その間、
日当直者は各設備の動作確認及び復1日時間の確認等行うため、施設課への電話による間
しヽ合わせは原則禁止とする。問い台わせ等を行う場合には当直室 (内線1120・ 11
22)へ 連絡する。

鶏 薦電涼atrT勧する揚告
遷析室内の3ヶ 所のコンセン ト (非常用電源なしの表示あり)以 外は全て非常用電源

が供給される。通常電涼から非常用電源に切り誉わる時に、一度遷析患者モニターが停
止するので臨床工学技士の指示により以下のとおり確認を行う。

1)遷 析憲者モニターを遁析モー ドとする。

2)血 液ポンプが指示通りの流曇で作動していることを確認する。
3)抗 凝□剤注入ポンプが指示通りの流こで作動していることを注入パイロットラン

プの点減と共に確認する。

4)総 除水量及び除水経過の表示値、除水速度が適切な設定値であることを確認する。
5)人 工呼吸器は、切り替わった後、チェックリス トに従つてチェックを行う。
6)輸 液、シリンジボンプも注入速度など正常動作していることを必す確認する。
7)心 電図モニター、自動血圧計、パルスオキシメーターについても正常動作を確認
する。異常時は患者から直ちに外す。

8)ス ケールベッドは停電により指示値が正確な値が出なくなる可能性があるので正
常動作してしヽるか半」断する。

9)低 庄持続吸引器についても、吸弓1設定圧が指示値であること、正常動作している
ことを確調する。

10)医 師、看護師中心に輛床工学技士、言護働手、事務職員など全スタッフの協力に
より患者を注意深く観察し変化がないか確調する。

11)臨 床工学技士を中心に、全スタッフで各装置に異常がないか確認する。

通常電源に復帰した際にも遷析憲音モニターが1亭止になるので、上記 (1)～ (11)
の点検チェック項目の確調を行う。
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非常簿容渡印 ぃ窮会
医療機器には内臓バッテリーが装備されている機器もあるが、基本89にはないものと

者えてチェックを行う。

1)常 用電涼が作allしない揚台は、血液ポンプを含む全ての機器が停止する。ダィ
アライザー、血液回路内の血渡凝固を阻止するためには、透析患音モニター付属
のレパー (透析憲舌モニターに装備されてしヽる)を 用い、手動で血液ポンプロー

ターを 100myの 程度の流曇で回転させる必要がある。また、除水誤差や復旧崎
に異常な遷析液が流れる危険性を言え、透析液カプラを外し、ダィアライザー付
属のキャップで透析液出入□を密閉する必要がある。

2)人 工呼吸謡装誉者が入室している場合は直ちに駆けつけ、呼吸が確保されてしヽ
るか確調する。バッテリーが正常に作動するとアラーム音と共に内臓バッテリー

al」作に切り書わる。切り誉わった後は、人工呼吸器チェックリストにしたがって
チェックを行い、正常に作動してしヽることを確認する。正常動作しなしヽ場合はキ
ーツ、アンピューブヽックなどで呼岐を確保する。

3)輸 液、シリンジポンプもバッテリーが正常に作動すると、バッテリー動作に切
り誉わるが、注入速度と注入されていることを必す確認する。

4)b電 図モニター、自動血圧計、パルスオキメーターは電源が切れ使用できない
ので重症憲者は注意深く観察する。

5)ス ケールベッドは電源が切れる。復帰後も指示値が正確ではなくなってしヽるロ
能性があるので正常動作してしヽるか確認する。

6)低 圧持続吸ヨ器は内臓バッテリー装備してしヽるものと、してしヽなしヽものがある。
しヽすれにしても正常動作してしヽない場合はウォーターシールとする。

7)酸 素、圧縮空気、サクションは作勤するが使用している場合は正常動作を確認
する。

8)停 電により非常用電灯に切り替わるため、懐中電灯を必要数確保し利用する。
夜間はか/‐dり暗くなる。

9)医 師、言護師を中心に臨床工学技士、言護助手、事務職員等全スタッフでき者
を注意深く観察し、変1ヒ等を確認する。

0)臨 床工学技士を中心に、全スタッフで各装置に異常がないか確認する。
1)出 入□自動ドアは、通常電源復帰後のタイミングにより、挟まり事故の危峡性
が者えられるので手動に切り誉えておく。

2)2部 遷析日勤帯以降の大手が足りない時間帯の緊急時には、遷析室勤務各部門

責任者へ連絡し、その指示により緊急時連絡網により招集する。
このような状態が数十分以上に及び、復旧の見通しが立たなしヽ場合は、医師の

指示により順次血液を返血回収し中断せざるを得ない。その場合脱血側、送血側
の芽刺金|はヘパ生によリロックし再開に備える。復帰後の再実施につしヽては医師
の指示による。
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■透析窒

8舜時停電の連絡を受けたら (又は瞬断に気づしヽたら)直 ちに使用中各遷析装置または
全ての医療機器使用意者のところへ駆けつけ、意者の状況、各機器の動作確調 (チェッ
クリストによる)お よび各設定値の確調等を行う。

1)瞬 Bき停電により透析液供給装置、透析憲者モニターが誤動作した場合、電源を一度
OFFに して、閣起動させる財要がある。復帰後、透析憲者モニターは停止になってしヽ
るので、以下の作業が財要である。

・遷析液供給装置が正常に動作していることを確認し遷析液濃度、浸遷圧を確調す
る。

遷析憲者モニターを透析モードとする。
・血液ボンプが指示通りの流量で作動していることを確調する。
・抗凝固剤注入ポンプが指示通りの流豊で作動してしヽることを注入パイロットラン
プの点減と共に確調する。

・総除水母、及び除水経過の表示値、除水速度が適切な設定値であることを確調。
・憲者のバイタルサインを確認する。

2)人 工呼吸器が誤動作を起こした場合は、ます患者と人工呼吸器を切り離し、アンピ
ューまたはキーッパックにより救命増置を行う。人工岬吸器を再起動後、動作に異常
が無しヽことを確調後、テストラグを用しヽチェックリストに記入されてしヽる医師指示の
呼吸条件と同じ条件であることと、人工呼吸器が正常に動作していることを確認して
から憲者に装書する。その後、人工呼吸器チェックリストにしたがって、一通リチェ
ックを行しヽ、バィタルサインを確調する。

3)輸 液、シリンジボンプが誤動作を起こした場合は、ます注入ラインを三方活栓、ク
レンメ、ペアンなどで遮断し、シリンジポンプの場合はシリンジを取り外し、輸液ポ
ンプの場合は輸液セットを輸液ポンプから取り外す。電源を OFFに して再起動後セ
ルフチェックをパスしてから、シリンジや輸液セットをポンプにセッティングし、注
入速度、輸液曇、予定曇を設定し注入ラインの遮断を解除し、正常動作してしヽること
を確調する。ルートを遮断せすに注入ラインを接続したまま再起動することは非常に
危険なので絶対に行つてはしヽけない。(瞬時に大量に注入されることがある)

4)b電 図モニター、自動血圧計、パルスオキシメーターについても誤動作している場
合は一度亀源を ①FFに して円起動させ正常動作を確認する。テレメータ式のb亀 図
モニターの場合は、送信器のチャネルとモニター側のチャネル表示が台致してしヽるこ
とを確認する。(瞬電により初期設定がズレてしまうことがきえられるため)
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5)ス ケールベッドはパッテリーが内蔵されてしヽなしヽので、瞬電により電源が一度 OFF
になってしまうと指示lLEが全く当てにならなくなる。必要があれば体重を再測定する。

6)低 庄持続吸31器につしヽても誤動作時はラインをペアンで遮断して再起動後、吸31設
定圧が指示値であること、解正除する。常動作してしヽることを確etaしラインの近断を
解除する。
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